
　
町
で
は
、
行
政
運
営
全
般
の
合
理
化
を
推
進
す
る
た
め
、
大
磯
町

行
政
改
革
推
進
委
員
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
。 

　
町
民
参
加
に
よ
り
、
よ
り
幅
広
い
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
次

の
と
お
り
委
員
を
募
集
し
ま
す
。 

 

▼
任
期
　
委
嘱
し
て
か
ら
２
年
間 

▼
応
募
方
法
　
所
定
の
応
募
用
紙
に
、

「
行
政
改
革
」
に
つ
い
て
の
意
見

（
400
字
程
度
）を
添
え
て
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。 

※
応
募
用
紙
は
、
本
庁
舎
１
階
ロ
ビ

ー
ま
た
は
国
府
支
所
に
置
い
て
あ

る
ほ
か
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

▼
募
集
人
数
　
２
名
以
内 

▼
応
募
資
格
　
18
歳
以
上
の
町
内
在

住
・
在
勤
・
在
学
者
で
、
平
日
に

開
催
す
る
会
議
に
出
席
可
能
な
方 

▼
応
募
期
間
　
６
月
１
日（
月
）か
ら

７
月
１
日（
水
）ま
で 

※
郵
送
の
場
合
は
当
日
消
印
有
効 

▼
選
考
　
提
出
い
た
だ
い
た
書
類
に

基
づ
き
、
選
考
委
員
会
が
決
定
し

ま
す
。
な
お
、
幅
広
い
意
見
等
を

伺
う
た
め
、
過
去
に
同
様
の
委
員

に
な
ら
れ
た
こ
と
の
無
い
方
を
優

先
し
ま
す
。 

▼
結
果
通
知
　
７
月
中
に
書
面
で
通

知
し
ま
す
。 

▼
そ
の
他
　
会
議
出
席
ご
と
に
、
町

条
例
に
基
づ
き
報
酬
が
支
給
さ
れ

ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ
・
提
出
先
　 

　
政
策
課
　
☎
内
線
２
０
５ 

　
〒
255
―
８
５
５
５ 

　
大
磯
町
東
小
磯
183
番
地 

自
治
基
本
条
例
っ
て
？ 

　
町
民
の
皆
さ
ん
と
い
っ
し
ょ

に
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
な
考
え

方
、
仕
組
み
な
ど
の
ル
ー
ル
を

定
め
る
も
の
で
す
。 

ど
う
し
て
必
要
な
の
？ 

　
ま
ち
づ
く
り
は
、
住
ん
で
い

る
皆
さ
ん
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
て

い
た
り
、
参
加
に
必
要
な
仕
組

み
が
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

一
緒
に
考
え
よ
う 

　
参
加
と
協
働
の
仕
組
み
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
、
次
の
と
お

り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
参
加
者

を
募
集
し
ま
す
。 

▼
参
加
人
数
　
約
10
名（
応
募

者
多
数
の
場
合
は
抽
選
） 

▼
応
募
資
格
　
18
歳
以
上
の
町

内
在
住
の
方
で
、
平
日
・
夜

間
等
に
開
催
す
る
会
議
に
出

席
可
能
な
方 

▼
応
募
方
法
　
電
話
ま
た
は
Ｆ

Ａ
Ｘ（
住
所
・
氏
名
・
電
話

番
号
・
性
別
・
年
齢
）で
お

申
込
み
く
だ
さ
い
。 

▼
募
集
期
間
　
６
月
１
日（
月
）

〜
６
月
16
日（
火
） 

 

◎
問
い
合
わ
せ
　 

　
町
民
課
　
☎
内
線
２
３
６ 

　
７
月
１
日
、
経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基

礎
調
査
が
全
国
す
べ
て
の
事
業
所
及

び
企
業
を
対
象
に
、
行
わ
れ
ま
す
。 

　
こ
の
調
査
は
統
計
法
に
基
づ
い
て

総
務
省
が
行
う
統
計
調
査
で
、
我
が

国
の
産
業
構
造
や
事
業
活
動
の
実
態

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
実
施
さ
れ
、
調
査
結
果
は
国
、
都

道
府
県
、
市
町
村
が
地
域
開
発
や
都

市
計
画
な
ど
私
た
ち
の
生
活
を
よ
り

良
く
す
る
た
め
に
必
要
な
基
礎
資
料

と
な
り
ま
す
。 

　
調
査
の
重
要
性
を
理
解
い
た
だ
き
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 

調
査
の
対
象
は
？ 

 

　
７
月
１
日
現
在
、
す
べ
て
の
事
業

所
及
び
企
業
を
対
象
と
し
ま
す
。
当

町
で
は
約
１
，２
０
０
の
事
業
所
が

対
象
と
な
り
ま
す
。 

 

ど
ん
な
こ
と
を
調
査
す
る
の
？ 

 
　
事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
、
開
設

時
期
、
従
業
者
数
、
事
業
の
種
類
等
、

基
本
的
な
属
性
だ
け
を
調
査
し
ま
す
。 

 

調
査
方
法
は
？ 

 

　
６
月
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
、

「
調
査
員
証
」
を
首
か
ら
提
げ
た
調

査
員（
総
務
大
臣
任
命
の
非
常
勤
国

家
公
務
員
）が
事
業
所
に
、
調
査
票

へ
の
記
入
の
お
願
い
に
伺
い
ま
す
。 

　
調
査
は
、
調
査
員
が
調
査
票
を
事

業
所
に
お
渡
し
し
、
記
入
後
に
受
け

取
る
方
法
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
す
。

調
査
票
へ
の
記
入
は
、
７
月
１
日
現

在
の
状
況
に
基
づ
き
、
１
日
以
降
に

調
査
員
に
お
渡
し
く
だ
さ
い
。 

 

調
査
票
は
守
ら
れ
て
い
ま
す
!! 

 

　
調
査
内
容
は
統
計
法
に
規
定
さ
れ

た
目
的
以
外
に
は
決
し
て
使
用
し
ま

せ
ん
。
ご
記
入
い
た
だ
い
た
調
査
票

は
厳
重
に
保
管
し
、
集
計
完
了
後
に

は
溶
解
処
分
す
る
な
ど
、
情
報
の
保

護
に
は
万
全
を
期
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
安
心
し
て
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
政
策
課
　
☎
内
線
２
０
７ 
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経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎
調
査
に

経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎
調
査
に 

　
　
　
　
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
　
　
　
ご
協
力
く
だ
さ
い
!!
 

経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎
調
査
に

経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎
調
査
に 

　
　
　
　
ご
協
力
く
だ
さ
い

　
　
　
　
ご
協
力
く
だ
さ
い
!!
 

経
済
セ
ン
サ
ス
‐
基
礎
調
査
に 

　
　
　
　
ご
協
力
く
だ
さ
い
!!
 

事
業
を
営
ん
で
い
る
全
て
の
方
へ 

7
月
1
日
は 

自治基本条例 自治基本条例 自治基本条例 自治基本条例 
ワークショップ 
参加者募集 
ワークショップ 
参加者募集 
ワークショップ 
参加者募集 
ワークショップ 
参加者募集 

行
政
改
革
推
進
委
員
会
委
員
を 

募
集 

募
集 


